
口蹄疫まん延防止緊急対策事業（新規）

【平成22年度予備費使用 １７，８９９百万円】

対策のポイント
緊急ワクチン接種家畜等を殺処分・埋却する際に、殺処分奨励金、焼

却・埋却等に要する費用等を交付し、迅速に処分を進めます。

＜背景／課題＞
（１）本年４月下旬以降、宮崎県川南町を中心に口蹄疫の発生が続発し、他地域

へのさらなるまん延を防止するため、川南町を中心とした移動制限区域にお
いて、家畜伝染病予防法第３１条第１項の規定に基づく口蹄疫ワクチンの緊
急接種を行うこととしたところです。

（２）このような中、６月４日に制定された口蹄疫対策特別措置法（以下「特措
」 。） 、 、 、法 という において 必要がある場合には 農林水産大臣が地域を指定し

、 、患畜等以外の家畜を殺処分することができる旨規定され この規定に基づき
ワクチン接種家畜等の殺処分を実施し、もって我が国の口蹄疫の早期清浄化
を図ります。

政策目標
緊急ワクチン接種後の接種家畜を中心とした患畜等以外の家畜の殺処分

・埋却を早期に実施し、口蹄疫のまん延を防止します。

＜内容＞
１．事業内容
（１）殺処分奨励金（補償・補てん金）

①特措法第６条第９項又は第１０項の規定により、勧告に基づいて殺処分さ
れた患畜等以外の家畜の所有者に対する補償・補てん金を支援します。
（あらかじめ選定した３人以上の評価人の意見を聞き、当該家畜の評価額を

適正に設定）
②同法施行令第１条第３項の規定に基づき、勧告の日から当該家畜が殺処分

された日までに要した飼料費その他の当該家畜の飼養に要する経費を支援
します。

（２）焼却・埋却等処理費
殺処分家畜の埋却等の処理を行う場合、雇い入れた作業員等の人件費、埋

却に用いる機械等のリース料等の要する費用、埋却地における環境対策に要
する経費等を支援します。

（３）事業推進費
（１）の取組を円滑に実施するため、殺処分に向けた調整や進捗状況の確

認等を行うために必要な人員の確保等体制の整備を行う取組に対し支援しま
す。

都道府県２．事業実施主体

①（１ （２）及び（３）の一部については、発生規模に応じて３．負担率 ）、
４／５から５／５、又は１／２から２／２

②（３）のうち評価人の手当及び旅費については５／５

平成２２年度４. 事業実施期間

[お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課（03－3502－8292（直通）)]



口蹄疫ワクチンを接種した家畜の生産者の皆様へ

皆様の経営再開にあたっては、国と県（市町村）が次のような経
営支援を行います。

ワクチン接種から経営再開までの経営支援

営支援を行います。

ワクチン接種

ワクチンを接種した

○ ワクチン接種から処分までの日
数に応じ、その期間の飼料代等を
支払います。 【別紙１参照】

ワクチンを接種した
牛・豚の処分

○ 家畜の月齢、血統、能力、品種
等をもとに時価で評価した金額を
奨励金として支払います（疑似患畜
の場合と同様に処分時に概算払い
後、後日差額を精算払い）。

家畜の再導
入には、それ
ぞれの農場

※ いのしし、

山羊、めん
羊も含まれ

地域内のすべての牛・豚等

○ 埋却地への環境対策（防臭のための炭
の設置等）経費、土地の賃借料等を支払い
ます。

で処分終了
後、1週間間
隔で3回の消
毒を実施

羊も含まれ
ます

○ 経営再開にあたっては 国・県

地域内のすべての牛 豚等
の処分終了 ○ 生活支援として、畜種や月齢に

応じて経営再開支援金を支払います
（互助基金と同額）。 【別紙１参照】移 動 制 限 解 除

○ 経営再開にあたっては、国 県
市町村が利子を補てんし、無利
子の融資（家畜疾病経営維持資
金）やリース方式による優良種畜導
入支援が受けられます。

経 営 再 開

家畜の再導入

内容についてのお問い合わせ
◆宮崎県 口蹄疫防疫対策本部

電話（直通）：０９８５－２６－（７１３８、７１２３、７６７３）
◆農林水産省 口蹄疫対策本部

代表：０３－３５０２－８１１１（内線４５１４～４５２０）



早期出荷促進緊急対策事業（新規）

【平成22年度予備費使用 ４，７６６百万円】

対策のポイント
搬出制限区域の牛・豚の早期出荷に対する価値の低下分の補てんや出

荷できない子牛・子豚を化製処理する際の費用の交付等により、と畜場
への早期出荷等を促進します。

＜背景／課題＞
宮崎県で発生した口蹄疫については、同県川南町を中心とした移動制限区域に

おいて感染の拡大が続いています。
このため、当該移動制限区域においてワクチン接種を行うとともに、当該区域

周辺の搬出制限区域の家畜について、と畜場への早期出荷等を促進し、家畜の飼
、 、 。養密度を低減させることにより 緩衝地帯を設け 新たな感染拡大を防止します

政策目標
ワクチンを接種した区域周辺の搬出制限区域の牛・豚について早期出荷

等を促進し、搬出制限区域の家畜飼養密度を低減させることにより、口蹄
疫のまん延を防止します。

＜内容＞
１．事業内容
（１）出荷促進助成金の交付

ワクチンを接種した区域周辺の搬出制限区域内において、家畜の早期出荷
等に協力する農家に対し、早期出荷等による価値の低下分等を支援します。

（２）食肉の一時保管
早期出荷により、販売が困難となった食肉の保管等に要するための費用を

支援します。

（３）内臓等の処理
販売が困難となった内臓等の処理に要する経費を支援します。

（４）事業推進費
上記取組を円滑に実施するために必要な体制の整備、事業の推進等を支援

します。

都道府県２．事業実施主体

定額（１０／１０以内、４／５以内、１／２以内）３．補助率

平成２２年度４. 事業実施期間

[お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課（03－3502－8292（直通）)]



ワクチンを接種した移動制限区域周辺の搬出制限区域の牛・

搬出制限区域の生産者の皆様へ

ワクチンを接種した移動制限区域周辺の搬出制限区域の牛・
豚について、と畜場への出荷等を促進します。

経営再開までの支援

搬 出 制 限 区 域 内

早期出荷

① 早期出荷による枝肉価値
の低下分として、相当額の補
てんを行います。

② 出荷できない子牛や子豚を早期出荷

新たな家畜の導入

② 出荷できない子牛や子豚を
化製処理する場合には、損失
分と化製処理に係る費用を助
成します。

【別紙２参照】

③ 導入が制限される間、収入
の減少に対し、家畜の種類や
月齢毎に一定額の助成金を支
払います。 【別紙２参照】

新たな家畜の導入
を制限

④ 家畜の再導入・経営再開に
あたっては、国・県（市町村）が
利子を補てんし、無利子の融
資（家畜疾病経営維持資金）や

方式 る優良種畜導

隣接地域の
移動制限解除

リース方式による優良種畜導
入支援が受けられます。

再 導 入

内容についてのお問い合わせ
◆宮崎県 口蹄疫防疫対策本部

電話（直通）：０９８５－２６－（７１３８、７１２３、７６７３）
◆農林水産省 口蹄疫対策本部

代表：０３－３５０２－８１１１（内線４５１４～４５２０）
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